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令和７年１２月２日  

北九州市環境局  

グリーン成長推進課  

 

 

令和７年度 

北九州市低炭素水素認証制度 

認証申請に係る公募について（公募要領） 

 

北九州市は、地域産業の脱炭素化や競争力強化に向け、市内における水素エネルギーの

普及促進に取り組んでいます。 

水素は製造方法によって二酸化炭素の排出量が大きく異なり、脱炭素社会の実現に向け

ては、製造過程で排出量を大幅に抑えた水素（以下、低炭素水素）の普及促進が重要で

す。 

このため、北九州市では「低炭素で環境価値の高い水素」を製造する事業者を支援する

ため、「北九州市低炭素水素認証制度」を創設しました。 

本制度の認証申請を行う事業者の皆様におかれましては、本公募要領及び「北九州市低

炭素水素認証制度実施要綱」（以下「実施要綱」という。）に従い、ご応募ください。 

 

１ 認証制度について 

（１）定義 

 使用する用語の定義は、実施要綱のとおりとします。 

 

（２）認証対象 

北九州市内において、以下のすべての条件を満たす水素の製造に係る計画を認証対象と

する。 

・水素１ｋｇ当たりの製造に伴い排出されるｋｇで表した二酸化炭素の量が 3.4 以下であ

ること。 

・上記、二酸化炭素の量について、算定方法を明らかにした上で提示されていること。 

・製造手法が北九州市のカーボンニュートラル実現に向けて合理的なものであると認めら

れること。 

 

（３）認証対象者 

以下の要件を全て満たす必要があります。 

要件  

① 
北九州市内において、本制度に申請する計画を実行する企業、団体等の事業

者。 

② 市税を滞納していないこと。 
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③ 
本制度に申請する計画を実行する際に法令に違反するおそれがないものである

こと。 

④ 
暴力団、暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者ではないこ

と。 

 

（４）認証要件  

・水素を製造する施設が現に設置されていること、又は申請年度内に設置されることが確

実であると認められること。 

・水素製造開始日または水素製造開始予定日（申請年度内）を明らかにしていること。 

・年間最低６０日間水素製造を行うこと。 

・低炭素水素の年間製造量を明らかにしていること。 

 
（５）実績報告 

・認証を受けた者は、当該年度の計画の実施状況に係る実績を翌年度の４月末までに市長

に報告すること。 

 

（６）認証期間および更新 

 ・認証期間は、認証を受けた日から３年間とする。ただし、認証期間の満了後も同一の計

画で認証を受けようとする場合は、様式第７（認証更新申請書）により市長に申請し、

市長の承認を得て更新することができる。 

 

２ スケジュール（予定） 

項目  時期  内容  

公募開始  12 月 2 日（火) 本公募要領及び交付要綱に従いご応募ください。  

質問書の 

提出締切 

12 月 12 日（金） 

17 時 

本公募に関して質問がある場合は、質問書をご提

出ください。回答は、随時ホームページに掲載し

ます。 

書類提出期日 

及び公募締切 

12 月 26 日(金) 

17 時 

提出書類については、「４ 申請手続」をご覧いた

だき、期限までに提出物に漏れが無いようご提出

をお願いします。 

認証決定 (結果

通知) 
1 月下旬 認証可否を決定し、その旨を通知します。 

き 

 

 



3  

３ 質問の受付 

 申請に関する質問は、質問書の提出によるものとします。 

（１）提出書類 

質問書の指定様式は、以下のホームページよりダウンロードしてください。 

URL：https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/002_00019.html 

 

（２）提出方法  

以下のメールアドレスに、質問書を添付して提出してください。  

＜提出先のメールアドレス＞  

kan-green@city.kitakyushu.lg.jp（北九州市環境局グリーン成長推進課） 

※提出の際、「北九州市低炭素水素認証制度」の質問書の提出である旨をメールタ

イトル及び本文に記載してください。 

 

（３）提出期限  

令和７年１２月１２日（金）１７時必着  

 

 ４ 申請手続 

（１）提出書類 

ご提出いただく書類は以下のとおりです。 

指定様式は、以下のホームページよりダウンロードしてください。 

URL：https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/002_00019.html 

提出書類 

１ 低炭素水素製造計画 

様式第１ 申請書  

添付書類(1) 市税納税証明書 発行から 3 ヶ月以内のもの 

添付書類(2) 
履歴事項全部事項証明書または現在

事項全部証明書の写し 
発行から 3 ヶ月以内のもの 

添付書類(3) 役員名簿 様式は任意 

 ※ 必要に応じて、追加で書類の提出を求める場合があります。 

 

（２）提出方法  

以下のメールアドレスに、上記（１）の提出書類を添付して提出してください。な

お、提出された書類の修正や返却はできません。  

＜提出先のメールアドレス＞  

kan-green@city.kitakyushu.lg.jp（北九州市環境局グリーン成長推進課） 

※提出の際、「北九州市低炭素水素認証制度」の申請書類の提出である旨をメール

タイトル及び本文に記載してください。 

 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/002_00019.html
mailto:kan-green@city.kitakyushu.lg.jp
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/002_00019.html
mailto:kan-green@city.kitakyushu.lg.jp
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（３）提出期限  

令和７年１２月２６日（金）１７時必着  

 

５ 審査等 

（１）審査方法 

提出資料をもとに、市が審査を行う。 

 

（２）認証可否の決定等（通知） 

認証の可否については、北九州市が決定し、その旨を通知します。 

認証決定を受けた計画及び実施事業者等は北九州市のホームページで公表します。 

認証通知書の内容について異議がある場合は、申請の取下げをすることができま

す。 

 

（３）認証の取り消し  

以下の事由に該当した場合、認証を取り消す場合があります。 

取消事由 

①  
製造した水素が「北九州市低炭素水素認証制度運用指針」に適合しないと認め

られたとき 

②  実施要綱第３条第３項第２号の要件を欠くに至ったとき 

③  虚偽の申請により認証を受けたとき 

④  公序良俗に反する又はそのおそれのあると認められたとき 

⑤  計画に従って低炭素水素の製造を実施していないと認められたとき 

⑥  
実施要綱第６条の規定による報告において、報告された実績が申請内容と著し

く異なると認められたとき 

 

６ 問合せ先 

北九州市環境局グリーン成長推進課 

担当：石川、香月 

Ｅメール：kan-green@city.kitakyushu.lg.jp   

電話番号：093-582-2286 

mailto:kan-green@city.kitakyushu.lg.jp

